
地方独立行政法人岡山市立総合医療センター契約規程（令和２年４月１日施行。以下「契

約規程」という。）第３条の規定により公告する。 

次のとおり一般競争入札に付す。 

なお、この公告による調達は、世界貿易機関（ＷＴＯ）に基づく政府調達に関する協定の

適用を受けるものである。 

 

令和８年１月１３日 

契約責任者 

地方独立行政法人岡山市立総合医療センター 

岡山市立市民病院 

用度課長 實近 伸秀 

 

 

１ 調達内容 

(1) 調達件名及び数量  

  一般 X線撮影 間接変換 FPD（ﾌﾗｯﾄﾊﾟﾈﾙ）装置の購入 一式  

  機種については仕様書とおりとする。 

(2) 調達件名の特質等 

    入札説明書及び仕様書による。 

(3) 納入期限 

    令和８年５月３１日 

(4) 納入場所  

岡山市北区北長瀬表町三丁目２０－１ 岡山市立市民病院 

(5) 入札方法 

  入札説明書による。 

 

２ 競争参加資格 

(1) 契約規程第２条第１項に掲げる者でないこと。 

(2) 購入物品に係る迅速なアフターサービス・メンテナンスの体制が整備されていること

を証明した者であること。 

(3) 本公告に示した物品を法人が指定する日時、場所に十分に納入することができること

を証明した者であること。 

(4)医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づいて高度管

理医療機器等の販売業の許可を得ていることを証明した者であること。 

 

 



３ 入札書の提出場所等 

(1) 入札書の提出場所、入札説明書及び仕様書の交付場所及び問い合わせ先 

   〒700-8557岡山市北区北長瀬表町三丁目２０－１  

岡山市立市民病院 用度課     

電話 ０８６－７３７－３０００(代表) 

(2)入札説明書の交付方法 

  (1)の交付場所にて交付する。 

(3) 入札書の受領期間 

  自 公告日 

  至 令和８年２月２４日（火） １７時００分 

(4) 開札の場所 

  岡山市立市民病院 ３階検査室会議室 

(5) 開札の日時 

  令和８年２月２５日（水） ９時３０分 

 

４  入札に関する質疑等 

(1) 令和８年１月２７日(火)までに、電子メール又はファクシミリの方法で行うこと。 

なお、それ以外の方法によるものは受け付けない。 

質問は公告における別紙６「質問書」を必ず使用すること。 

＜提出先＞ 

岡山市立市民病院 用度課 

FAX ０８６－７３７－３０１４ 

E-mail  shimin_youdo@okayama-gmc.or.jp 

(2) 質問回答方法 

  令和８年１月２９日（木）にホームページに掲載する。 

 

４ その他 

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

  日本語及び日本国通貨 

(2) 入札保証金 要 

(3) 契約保証金 免除 

(4) 契約保証人 １人 

(5) 入札の無効 

  本公告に示した競争参加資格のない者が提出した入札書、入札者に求められる義務 

を履行しなかった者が提出した入札書は無効とする。 

(6) 契約書作成の要否 要 



(7) 落札者の決定方法  

契約規定第９条に基づいて作成された許容価格の範囲内で最低価格の入札を行った 

入札者を落札者とする。 

(8) その他詳細は、入札説明書及び仕様書による。 

 

５ Summary 

(1) Official in charge of disbursement of the procuring entity: Nobuhide   

Sanechika, Director, Supply Division, Director, Okayama City General Medical 

Center 

(2) Nature and quantity of the products to be purchased:Indirect conversion flat 

paneldetector(FPD)system general radiography 1 set 

(3) Delivery period: By 31 May,2026 

(4) Delivery place: Okayama City Hospital 

(5) Qualification for participating in the tendering procedures: Suppliers   

eligible for participating in the proposed tender are those who shall: 

① not come under Article 2 paragraph 1 of the Regulation concerning 

  Contract for Okayama City General Medical Center; 

② prove to have prepared a system toprovide rapid after-sale service and 

maintenance for the procured products 

③prove to have the ability to deliver the products, required by this 

  notice,on the date and to the place specified by the Obligating Officer 

④prove to have obtained license for selling a medical instrument in accordance 

with the Pharmaceutical and Medical Device Act, 

(6) Bit Submission Peropd: From January 13,2026 to February 24,2026 at 5pm 

(7) Contact point for the notice: Supply Division, Okayama City Hospital 3-20-1 

 Kitanagase-omotemachi, Kita-ku,Okayama-shi 700-8557, Japan.  

Telephone: 086-737-3000 


